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序　　　　　文

国際協力事業団は、アルゼンティン共和国関係機関との討議議事録（Ｒ／Ｄ）などに基づき、ア

ルゼンティン園芸開発計画に関する技術協力を平成 11年 5月 1日から開始し、今般、平成12年３

月 20日から３月31日まで、当事業団農業開発協力部畜産園芸課課長　萩原　知を団長とする運営

指導調査団を現地に派遣しました。

同調査団は、本プロジェクトの本格的展開にあたり、詳細年次計画を検討し円滑な運営を行う

ため、アルゼンティン国関係者と協議及び現地調査を行いました。

本報告書は、同調査団による協議結果などを取りまとめたものであり、今後、本プロジェクト

の実施にあたり、活用されることを願うものです。

終わりに、この調査にご協力とご支援を頂いた内外の関係各位に対し、心より感謝の意を表し

ます。

平成 12年４月

国際協力事業団
農業開発協力部

部長　鮫　島　信　行
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１．運営指導調査団の派遣

１－１　調査団派遣の経緯と目的

アルゼンティンは自国内に豊富な花卉遺伝資源を有しながら、品種改良などを実施する国立研

究機関、大学などの整備が遅れているため、花卉園芸生産が遅滞している。このためアルゼンティ

ン政府は国レベルの「花と観賞植物分科委員会」を設置して輸入花卉の検疫問題や品種登録の法制

化を図るとともに、花卉育種、栽培技術改善に対しても支援を計画している。こうした状況のも

と、アルゼンティン政府は我が国に対し、花卉に係る遺伝資源の利用開発を行うとともに人材育

成を通じて花卉栽培技術の向上を図りたいとして、プロジェクト方式技術協力を要請してきた。

これを受けて国際協力事業団は1997 年から基礎調査、実施調査を重ねたうえ、1998 年 12 月実施

協議調査団が討議議事録（Record of Discussions：Ｒ／Ｄ）などの署名を取り交わし、1999 年５

月から５年間にわたる「アルゼンティン園芸開発計画」を開始した。プロジェクトは、アルゼン

ティンに原生する花卉の素材化・保存と花卉育種、育苗技術の開発等を図るもので、現地には長

期派遣専門家４名が揃い、詳細計画の策定など、プロジェクトの本格的活動を実施する体制を固

めつつある。

本運営指導調査では、プロジェクトが終了するまでにどれだけの活動成果を上げ得るかの現実

性を勘案しつつ、活動計画（ＰＯ）を策定し、今後の適切なプロジェクト運営について、先方実施

機関と協議を行う。

１－２　調査団の構成

団長／総括 萩原　　知 国際協力事業団農業開発協力部畜産園芸課長

花卉遺伝資源 上田　一郎 北海道大学農学研究科教授

花卉育種 松川　時晴 福岡県農業協同組合連合会花卉担当技術顧問

プロジェクト運営指導 香川　顕夫 国際協力事業団農業開発協力部畜産園芸課職員
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１－３　調査日程

2000年（平成 12年）３月 20日（月）～３月 31日（金）12日間

日順 月日 曜日 行　　　程 宿　泊　先

1 3／ 20 月 成田 19：00→サンパウロ 06：39＋ 1（RG837） 機中泊

2 21 火 サンパウロ 10：00→ブエノスアイレス 11：45（RG940） ブエノスアイレス

14：30～ 15：45 ＪＩＣＡ事務所打合せ

16：00～ 16：40 日本大使館表敬

3 22 水 09：30～ 10：40 国立農牧技術院（ＩＮＴＡ）本部表敬 〃

11：00～ 11：40 外務貿易宗務省表敬

15：00～ 16：00 ＩＮＴＡ生物資源研究所（ＩＮＴＡ－ＩＲＢ）

表敬（カステラール）

16：10～ 17：30 園芸開発計画専門家との打合せ

4 23 木 10：00～ 11：00 アルゼンティン園芸総合試験場 〃

（ＣＥＴＥＦＦＨＯ）視察

11：00～ 17：00 園芸開発計画現地協議（カステラール）

（ＡＭ：個別協議

　ＰＭ：カウンターパート打合せ、全体協議）

5 24 金 10：00～ 17：00 園芸開発計画打合せ（カステラール） 〃

（ミニッツ案検討・協議）

プロジェクト専門家との打合せ（運営指導）

21：00～ 22：00 花卉市場視察

6 25 土 資料整理 〃

7 26 日 資料整理 〃

8 27 月 11：00～ 17：00 ＩＮＴＡ本部との協議、ミニッツ（案）作成 〃

9 28 火 10：30～ 12：00 団内打合せ、合同委員会準備 〃

15：30～ 16：30 合同委員会、

ミニッツ署名・交換（ＩＮＴＡ本部）

10 29 水 10：00～ 11：20 ＪＩＣＡ事務所報告 機中泊

11：30～ 12：00 日本大使館報告

ブエノスアイレス 18：20→サンパウロ 21：51（RG941）

11 30 木 サンパウロ 01：05→東京 13：30（JL047） 機中泊

12 31 金 東京 13：30着 －
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１－４　主要面談者

（1）国立農牧技術院（ＩＮＴＡ）

Guillermo MOORE DE LA SERNA ：総裁

Manuel OTERO ：副総裁

Oscar COSTAMAGNA ：総局長

Carlos SERIGAGLIESI ：企画局長

Humberto GALMARINI ：技術研究開発局長

Martin NAUMANN ：国際事業部長

Daniel DIAZ ：PROHUERTA計画コーディネーター

Carlos SCOPPA ：天然資源研究センター所長

Enrique SUAREZ ：天然資源研究センター生物資源研究所長

（2）外務貿易宗務省

Adriana ZANUTIGH ：国際協力局二国間協力部副次官

Andrea DE FORNASARI ：国際協力局二国間協力部日本担当官

（3）在アルゼンティン日本国大使館

青木　保男 ：一等書記官

（4）ＪＩＣＡアルゼンティン事務所

雲見　昌弘 ：所長

岩谷　　寛 ：次長

山本パトリシア ：職員

（5）アルゼンティン園芸開発計画

遊佐　健輔 ：チーフアドバイザー

有隅　健一 ：専門家（花卉育種）

國分　　尚 ：専門家（花卉素材評価）

横島　賢太朗 ：業務調整

（6）アルゼンティン園芸総合試験場（ＣＥＴＥＦＦＨＯ）

石橋　隆介 ：場長

稲葉　久仁雄 ：専門家（花卉栽培）
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（7）通訳：上原　信一
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２．要　　　約

本調査団は、2000 年３月20 日から同31 日までの日程でアルゼンティンを訪問し、「アルゼンティ

ン園芸開発計画」について調査・協議を行った。調査団は日本側の派遣専門家など関係者及びアル

ゼンティン側関係者との協議を通じて、本プロジェクトに係る実行計画（ＰＯ）及びそれに付随す

る年次実行計画（ＡＰＯ）を決定し、これらは３月28 日に開催された合同委員会で承認された。ま

た、実行計画を含む一連の協議結果をミニッツ（付属資料１．）に取りまとめ、アルゼンティン側

と署名を取り交わした。

調査・協議事項のうち、今後、プロジェクトの適切な運営を図るうえで重要と思われる事項は、

以下のとおりである。

（1）ＩＮＴＡ側の期待

今回協議において国立農牧技術院（ＩＮＴＡ）側総局長から、本プロジェクトのカウンター

パートがプロジェクト終了後には国際的研究ができるよう技術移転してほしいと要望される

など、ＩＮＴＡ側が本プロジェクトに寄せる期待の大きいことがくみとれた。ＩＮＴＡとし

ては2000 年２月に終了した植物ウイルス研究計画（ＩＮＴＡ植物病理・生理学研究所）をかな

り意識しているように思われたが、ややもすれば日本側まかせ的なところもあると感じられ

る。意欲もそれなりにあると思われるので、今後これをいかに醸成し、ＩＮＴＡ側の具体的

な対応にどう結びつけていくかが、プロジェクトの継続性を形成させるうえで大きな鍵にな

ると思われる。

（2）財政事情とミニッツでの議論

ＩＮＴＡ側からは度々財政事情の厳しさが述べられてきた。しかしその一方で、ＩＮＴＡ

に資金はあってもプロジェクト用資金として生物資源研究所に十分な予算が回ってこないと

いった研究所長の話もある。プロジェクト開始後11 か月経ったが、討議議事録（Ｒ／Ｄ）での

取り決め事項やプロジェクト活動におけるＩＮＴＡ側の役割の必要性、重要性について、

ＩＮＴＡ上層部の認識が必ずしも十分でなかったのではないかとの感を受けた。今回の協議

において、調査団の説明、申し入れにより、先方予算の対応いかんによってはＪＩＣＡ側対

応も含めたプロジェクトの進捗に大きな影響が出る旨、ＩＮＴＡ上層部に危機意識を持って

もらえたのではないか（少なくとも従前よりは）と思われる。今後とも先方予算対応の動向に

ついては十分注視していく必要がある。
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（3）花卉分野の将来計画

Ｒ／Ｄ締結時から花卉分野に係る国家計画を策定することや、ＩＮＴＡの組織内に花卉部

門を創設する必要性及び創設することが確認されているが、花卉部門の創設に関しては具体

的な進捗がほとんどない状況であった。今回の協議の結果、国家計画については内容を 2000

年７月の理事会に付議する計画であること、花卉部門に係る組織体制整備については当年内

に体制整備に向けた計画づくりを行うことが確認された。またＩＮＴＡとしては本園芸計画

による技術移転分野とＪＩＣＡ園芸総合試験場（ＣＥＴＥＦＦＨＯ）の機能を活かし、技術研

究から研修、普及まで視野に入れた花卉園芸研究センターを創設する構想であることが表明

された。ただし花卉部門創設の意思は再度明確に表明されたものの、具体的方法論について

は暗中模索状態といえる。今後これらの作業を着実に進めていくためには、ＪＩＣＡ事務所、

プロジェクト及びＣＥＴＥＦＦＨＯによる強力なフォローが不可欠となるであろう。

（4）カウンターパートの役割と連携

これまでカウンターパートの人数が出揃っていなかったという事情もあり、役割分担が必

ずしも明確になっていなかったと思われるが、４月に当初予定の５名体制になることから、

将来のプロジェクト終了以降のＩＮＴＡ花卉部門のあるべき姿を見据えながら、カウンター

パートが自立して試験研究を継続できる技術を身につけさせるべく、十分な業務体制を構築

する必要がある。そのためにはカウンターパートチームに求められる役割を専門家チームと

もども、双方が十分認識し、議論を行っていくことが重要である。

また、４月に配置されるカウンターパート（日系人１名）への対応については、ほかのカウ

ンターパートとのバランスへの配慮が必要であると考える（日本語が通じるため日系人カウン

ターパートへのアプローチに偏るようなことになると、カウンターパートチーム内に不協和

音が生じることにもなりかねない）。

（5）コミュニケーションの課題

良好なコミュニケーションは片方だけの努力で成り立つものではなく、また業務のなかだ

けですべて解決するものでもない。語学の問題は専門家の自助努力が必要であるとしても、

良好なコミュニケーションの関係は常日ごろの双方の意識のもち方一つでかなり違ってくる

ものと思われる。南米でよくいわれるところの、いかにアミーゴの状況をつくれるかから、ま

ずは始まるのではないだろうか。専門家チームは、カウンターパートとの更なるコミュニ

ケーションの構築に向けて、創意工夫する努力を続けていく必要がある。
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３．協議結果の概要

調査団は、日本側及びアルゼンティン側関係者との協議を通じ、本プロジェクトに係る活動計

画（ＰＯ）及び付随する年次活動計画（ＡＰＯ）を決定し、これらは３月 28 日に開催された合同委

員会で承認された。また、実行計画を含む一連の協議結果をミニッツとして取りまとめ、署名を

取り交わした。以下、主な協議事項を示す。

３－１　花卉研究部門の設置

現在、実施機関である国立農牧技術院天然資源研究センター生物資源研究所（ＩＮＴＡ－

ＩＲＢ）には、花卉に関する研究部門がない。実施協議調査団を派遣した段階では、プロジェクト

立ち上げ時にはこれらに係る何らかの研究部門が設置される見込み、とのＩＮＴＡ側発言を得て

いたが、依然として設置されていない状態であった。今般、調査団はＩＮＴＡ本部並びに

ＩＮＴＡ－ＩＲＢとの協議のなかで、2000 年内をめどにＩＮＴＡ全体の組織における花卉研究関

連部門の位置づけを明確に示すよう、ＩＮＴＡ総裁に要請した。ＩＮＴＡ側は、アルゼンティン

における花卉研究の重要性を認識したうえで、早期に花卉分野の組織的な位置づけを明確にする

と、調査団側に回答した。

また、現時点においては、組織の増設は非常に厳しいとしつつも、ＩＮＴＡ－ＩＲＢの傘下に

花卉ユニットを創設することを考えている旨の説明があった。

３－２　カウンターパート（Ｃ／Ｐ）の適正配置

現在、園芸開発計画プロジェクトにはＩＮＴＡ側より、準職員も含めて３名のカウンターパー

トが配置され、日本人専門家とともに各種研究業務を実施している。ただし、Ｃ／Ｐの配置数は、

2000 年２月までは３名であったが、３月に１名の増員が確保され、さらに、同年４月にはもう１

名のＣ／Ｐ（日系人）が配置されることが確認され、当初予定数の５名が確保されることになっ

た。

調査団からは、ＩＮＴＡ側のＣ／Ｐ確保に係る努力を評価するとともに、配置された５名の

Ｃ／Ｐがプロジェクト終了後も現在の花卉分野の調査研究を安定して継続するための身分の確保

並びに前述の花卉研究分野の組織的な位置づけの明確化を早急に実施するよう、ＩＮＴＡ本部に

求めた。

なお、今後プロジェクト活動を円滑に推進するためには、さらに２名のＣ／Ｐと最低１名以上

の作業員（温室管理要員等）が必要なことから、ＩＮＴＡ側に上記人員の増員を要求したが、現段

階で実人員として追加配置できる人数は示せないとの返答であり、ミニッツへの記載は「ＩＮＴＡ

側がこうした人員の増に努力する」旨の表現にならざるを得なかった。
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３－３　ローカルコストの負担

近年、アルゼンティン政府全体が厳しい緊縮財政下に置かれており、特に国家研究機関への予

算削減が敢行されているなか、ＩＮＴＡへの予算投入も大幅削減を余儀なくされている状況にあ

る。1999 年度においては、ＩＮＴＡ－ＩＲＢの園芸開発計画に係る財政当局への要求予算が８万

ドルであったのに対し、最終的な投入予算は４万ドルであった。

調査団は、2000 年度以降のＩＮＴＡ側の当プロジェクトへのローカルコスト負担の獲得見込み

についてＩＮＴＡ－ＩＲＢの Suarez 所長に確認した。同所長によると、現在ＩＮＴＡ本部におい

ても総裁以下、園芸開発計画プロジェクトのアルゼンティンにおける重要性は強く認識しており、

具体的な金額は明言できないものの、2000 年度以降においても、少なくとも1999 年度並みの予算

は獲得できる見込みであるとの回答を得た。ＩＮＴＡ全体としては、政府から一定の研究予算は

確保できる見込みであるので、要はその予算をいかにＩＮＴＡ－ＩＲＢ側に持ってくるかが重要

であるとのことであった。

なお、調査団側は、2000 年度以降増加する予定の供与機材もしくはＣ／Ｐ配置に対応するため

「ＩＮＴＡ側が最低５万ドル以上を確保する」旨の文言をミニッツに盛り込むよう主張したが、

ＩＮＴＡ側は 2000 年度予算について現時点では、具体的金額を明言することは不可能であり、現

時点では「確保に努める」との表現しかできないとの説明があった。これに対し、日本側は状況は

理解するものの、ＪＩＣＡ本部においても厳しい財政事情のなか、プロジェクトへの配布予算は

基本的に先方政府のローカルコスト負担能力を考慮して決定されるため、当該予算の確保が日本

側の実施予算決定にも大きく影響することを説明し、アルゼンティン側の継続的な財政自助努力

を繰り返し求めた。

３－４　果樹・野菜・花卉研究国家計画の策定状況

1999 年 12 月に後藤洋理事を団長とする南米３農試運営指導調査団がアルゼンティンを訪問し、

ＩＮＴＡと協議した際には、標記の「果樹・野菜・花卉研究国家計画」を現在策定中であり、2000

年３月には正式に施行されるであろうとのことであった。今回も調査団は、この国家計画につい

て策定状況をＩＮＴＡ側に確認したところ、1999 年 11 月のＩＮＴＡ理事会において「果樹・野菜・

花卉研究国家計画」の策定が承認されたのではなく、これはあくまで花卉に関する国家計画を今後

策定していくことが理事会で承認されたということで、計画の具体的な中身は、2000 年６月まで

に案を策定し、同年７月のＩＮＴＡ理事会で承認される見込みであるとの回答であった。

ＩＮＴＡは、既に検討部会を設置し、計画策定に向けて準備を始めており、作業部会のメンバー

にはＣＥＴＥＦＦＨＯの森重ダニエル職員、園芸開発計画のＣ／Ｐである Gabliela Faciuto職員

（ＩＮＴＡ生物資源研究所）ら計４名がＩＮＴＡからの任命を受け、花卉部門の計画策定に向けて

内容を協議し始めている。
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３－５　園芸総合試験場（ＣＥＴＥＦＦＨＯ）との連携強化

ＩＮＴＡとの協議の席上、調査団は総２－119 号（平成12 年２月 28 日決裁）の「南米３農試運営

方針」に基づくＣＥＴＥＦＦＨＯの今後の方針案について説明した。さらに、ＣＥＴＥＦＦＨＯと

園芸開発計画はＪＩＣＡが実施する花卉分野のプロジェクトとして、個別ではなく一体的なもの

として、2004 年にＩＮＴＡに引き継がれることが重要と認識しており、そのためにも、上記３－

１節に述べたようにＩＮＴＡ側が花卉部門に対する組織整備の計画を明らかにし、これに係る組

織整備計画のもと両プロジェクトが適正に引き継がれるよう、日亜双方が準備をしていくことの

必要性を強調した。

これに対し、ＩＮＴＡ側からは今後ＣＥＴＥＦＦＨＯをＩＮＴＡ生物資源研究所の花卉研究セ

ンターとして活用するため、移管予定の2004 年までにはＩＮＴＡ側体制を整備していく旨の発言

があり、上記国家花卉計画の策定と併せて、2000 年 11 月を目処にＩＮＴＡとＣＥＴＥＦＦＨＯと

の間で今後の協力枠組みを計画した議事録の署名が可能であろうとの説明があった。そのため、

ミニッツにおいてはＩＮＴＡ側の花卉研究センター設立の構想について言及し、

ＣＥＴＥＦＦＨＯとの研究協力の強化を確認するとともに、園芸開発計画の供与機材についても、

その一部を除いてはＣＥＴＥＦＦＨＯ側に設置していくことを盛り込んだ。

３－６　国立農牧技術院（ＩＮＴＡ）と民間企業との共同研究

ＩＮＴＡは厳しい財政事情のなかで各機関の研究費用を確保するため、民間企業との共同研究

を積極的に進めている。ＩＮＴＡ－ＩＲＢにおいても、ヒマワリの遺伝子組み換えの研究など、外

国企業を含めた複数の民間企業との共同研究を実施しているとのことであった。観賞用植物や花

卉栽培の分野でも日本企業を含めた民間企業からの共同研究の申し入れがあり、検討されている

とのことである。

調査団は、本プロジェクトは政府間ベースの技術協力であり、プロジェクト実施期間中にその

成果が特定民間企業の利益に使用されるのは望ましくないとのコメントを伝えた。これに対し、

同一分野における特定民間企業との業務提携は、少なくとも本プロジェクト終了時以降であろう

との説明を受けた。また、ＪＩＣＡ側の考え方は十分理解しているとの発言もあった。

一方、収集された花卉遺伝資源の使用についてＩＮＴＡ－ＩＲＢより、園芸開発プロジェクト

で収集された花卉遺伝資源のうち、有用と見なされた資源以外の花卉について、ほかの研究機関、

民間への提供、売却が可能か否かの質問がなされた。

これに対し調査団は、具体的な事例が生じた段階でプロジェクト専門家と協議してもらうよう

求め、提供先が国家研究機関など公的機関での研究目的であれば問題はないであろうが、民間企

業への売却はプロジェクト実施中は上記の理由により望ましくない旨の回答をした。
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アルゼンティンは、生物多様性条約に加盟しており、研究機関相互の遺伝資源利用は促進され

ている。しかし、国内の原生種に係る遺伝資源の国外持ち出しなどの法的規定については、その

内容または有無も含めて確認されていない。したがって、本プロジェクトにおいても、今後も新

たな遺伝資源の収集が進む計画であることから、収集遺伝資源の知的所有権についての整理が必

要なことをＩＮＴＡ－ＩＲＢ及びプロジェクト専門家に伝えた。

このため、平成12 年度内にも、遺伝資源の取り扱いに係る国内の法的状況、遺伝資源の海外取

引との関係などを調査し、プロジェクトの遺伝資源の適正な管理体制を早急に構築するよう求め

た。
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４．プロジェクトに対する指導事項

４－１　花卉育種

アルゼンティン園芸開発計画は 1999 年５月から５か年間のプロジェクトである。しかしそ

の間に花卉育種の成果をあげることは、短期間だけに極めて困難である。主眼はもちろん、花

卉育種の理論、技術、方法、及び成果への対応をカウンターパート（Ｃ／Ｐ）に対して的確に技

術移転することにあるとされながらも、範となるべき成果を暗に期待し、要求されがちでもある。

また担当専門家としても、目に見える成果の一端を示したい意欲にかられるのが半ば当然のよう

に考えがちである。

園芸植物の品種、特に花卉の品種は交配育種を反覆し、特異形質の遺伝子を集積することによ

り、今日の品種が誕生している。つまり、10年単位の交配、選抜が新タイプを生み出しているが、

その源は18世紀、19世紀など世紀を超えた長年月、あるいは国を越えたところにあるという、育

種の歴史がある。例えば、チューリップは16世紀末にオランダに入って 17世紀から大発展を始め

た。バラやカーネーションも16世紀ごろから栽培、改良が始まり、今日の素晴らしい品種群が生

まれている。ペチュニアは 1834年にアルゼンティン原産の Petunia axillarisと P. Violaceaの種間交

配を行った、その雑種が現在のペチュニアになって大発展し、世界各地で重用されている。

従来、花卉育種は大輪性、八重咲性、花色、草姿など、美しさを志向するものが多かった。つ

まり、日本では近年まで民間育種、特に生産者による育種が多かったため、花の大きさや花色、花

形などの形態的育種が中心であった。

しかし、近年、日本でガーデニングがブームになる前ごろから小輪、多花性（花序）、矮性や立
ほ ふく

性または匍匐性、そのほか、用途を考えた育種に進んできた。また一部では高温時に播種しても

ロゼット化しないトルコギキョウ、早生性や耐低温性、日長反応に中性など、種々の生育条件に

適応する生態的育種が進みつつある。

４－１－１　プロジェクトにおける花卉育種

（1）対象植物

アルゼンティン原産の有用な遺伝資源植物の育種であるが、収集しつつある植物は栽培、

増殖により特性を把握して有用度を確認のうえ、関連する交配素材を集めて育種に着手す

ることになる。このため、収集した植物ですぐに育種を開始できるものではない。

しかし、ブエノスアイレス市内外に街路樹や庭公園木として最も多く植栽されている花

木のハカランダ Jacarandá（Jacaranda mimosifolia）、次いでパロボラーチョ Palo Borracho

（Chorisia speciosa ＝桃紅色、C. insignis ＝白、黄色）、かなり少ないが美しいラパーチョ

Lapacho（Tabebuia argentea＝黄色、T. impetiginosa＝桃色）は国内に原産する植物で国
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や市の象徴的な花木であり、誰もが人の目線での観賞を望んできていた。有隅健一専門家

はこのプロジェクト以前に着任し、低樹高や若木で開花する個体を探索していたことから

これらの「稚樹開花性」の獲得に着手した。

（2）成果

プロジェクト発足の初年度にハカランダやラパーチョの稚樹開花個体を選抜した。播種

から７～８か月や１年生苗木など数 10cmの稚樹で開花した個体の選抜に成功している。

直ちに相反交配や自家受精などを行い、稚樹開花性の安定化、形質の向上に向けて実施

中である。一般にはハカランダやラパーチョは、数メートル以上に高くなって開花すると

聞かされていただけに驚くべき成果と評価できる。

（3）今後の育種方向

1） 欧米、南アフリカなど世界中にハカランダなどが植えられているが、ほかの花木鉢物

のように稚樹＋矮化＋多分枝＝多花房着花＋花の長命化など栽培技術を駆使すれば、

画期的な花木鉢物になろう。

2） 広範囲に普及させるには低温耐性の強化、つまり耐低温性の系統、品種の育成が必要。

3） 耐低温性の品種検定は国立農牧技術院（ＩＮＴＡ）の各地方試験場のうち最低温度の異

なる場所等を選定して試作し、生長点や花芽の凍寒害の有無、程度を調査、確認する。

例えば香川県高松空港近くの県園芸種苗センターでは10数本のラパーチョは－５℃の

低温に遭遇しても越冬して十分に開花結実している。

4） 品種の形質や耐低温性などの確認後に国内や主要各国に種苗品種登録して権益を確保

する。

（4）新品種の育成と評価、並びに公表・普及

1） 育成、選抜した有望な品種、系統の検討、評価

関係機関の関係者による評価会議において、採択の可否を決定し、公表すべき品種に

ついては、次の種苗品種登録に出願する。

2） アルゼンティン国内の種苗品種登録

花卉の登録制度が未定ならば新品種発表までに制度化の整備を図る。

前項で採択された品種について出願し登録決定後には早急に公表、普及する。

なお制度が整備された場合、花卉生産者も、改良が進んでいるシクラメンの巨大輪種、

またシェフレラ、そのほかの観葉植物（ペペロミアなど）でも枝変りの有望種を選抜して
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いる。それらに対しても出願への道が与えられ、生産者の意欲が期待できる。

3） 主要国へも普及、保護のための登録出願

品種は良品種ほど１人歩きするので早急に対策を進めておく必要がある。

４－１－２　技術移転に伴う問題

作物の育種のうち、主食の穀類は世界各国で古くから国をあげて生産し、育種の技術、理論

が発展してきた。しかし数世紀前から始まった花卉育種はかつての宮廷園芸や民間で美しさを

希求して行われたのが中心であった。食糧は人の身体をはぐくむ最重要の農業の産物であり、

「命の糧」である。一方、花卉は目を通して脳で観賞、消化し、人にやすらぎと豊かさをもたら

す「心の糧」である。

そこで花卉育種の理論、技術などをＣ／Ｐへ技術移転するに際し、次のようなことを前提と

してＣ／Ｐに理解、学習を進めてほしい。

（1）普通作物では生産量、品質などを重視する。花卉ではそれらも大切であるが、花卉を愛

する心（美意識、センスなど）をまずはぐくみ、涵養してほしい。

（2）育種しようとする植物の生理、生態の究明と育成した新品種の適正な判定、評価をする

ために、花卉栽培者と同レベルの栽培技術に早く習熟する。

（3）育種対象植物の改良目的、目標を明確にし、その育成後の特性を想定して、それを目標

に交配や選抜に臨み、理想像の具現に邁進する。

（4）花卉、観賞植物は種類や品種ごとにその植物の使われ方が異なる多様性を秘めているの

で、その植物が利用されるであろう方向や使われ方を理解する。

（5）植物の育種は常に細心の注意で個体ごとに変化を逃がさず観察し、臨機応変の改良対応

をする。

（6）Ｃ／Ｐの５名体制が整備された2000 年度からは、植物ごとの分担も必要であるが、プロ

ジェクトとして各人が全体のことをよく理解し、かつ情報等の共有化が望まれる。

４－２　花卉遺伝資源

４－２－１　実験計画の概要

花卉遺伝資源部門は、以下の流れで研究している。

（1）遺伝資源の採集

精力的に採集旅行を行っている。
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（2）採集した植物の維持と保存

アルゼンティン園芸総合試験場（ＣＥＴＥＦＦＨＯ）の温室施設を利用して、採集した植

物を維持している。今後は、遺伝資源の保存法を検討する。種子保存の可能性を試験して、

可能な場合は国立農牧技術院天然資源研究センター生物資源研究所（ＩＮＴＡ－ＩＲＢ）の

種子保存施設に保存する。採種不可能な植物については、組織培養による保存の技術開発

を行う予定である。

（3）花卉特性の評価と採集植物のデータベース化

遺伝資源の収集と並行してデータベース登録を行っており、既に 1000 件、約 250 種を登

録した。今後は、花卉の形質評価基準を作成してデータベースに追加していく。

４－２－２　生物資源研究所（ＩＮＴＡ－ＩＲＢ）の施設・機材・技術の概要

Suarez 所長による、今回のプロジェクトに関係する研究所の活動内容説明があった。

（1）植物標本庫には、アルゼンティン全国より採集した植物標本が整理、保存されており、保

存状態は極めて良好である。この標本を利用して、アルゼンティン各地区における植生

情報を得ることができ、遺伝資源採集に活用されている。

（2）種子保存施設では、遺伝資源保存を目的として、全国の農産物の種子が保存されている。

種子のデータ登録、乾燥、低温保存が行われており、施設・システムともに問題ない。

（3）ポリメラーゼ連鎖反応法（ＰＣＲ）によるＤＮＡ多型解析を利用した品種判別法の開発が

行われており、将来的には花卉遺伝資源の遺伝型判別に利用できるものと思われた。

４－２－３　指導事項

遺伝資源の採集とデータベース化及び保存は、短期集中型研究と異なり、長い年月にわたり

持続的に行われる必要がある。このプロジェクト期間中に複数の専門家がそれぞれ比較的短期

（数か月から 1年）に行う場合は、採集方法や形質評価に関して専門家間で、統一された認識が

必要である。その意味でプロジェクト全期間を通じて研究の進展が統一的に行われているかど

うかを判断、助言する専門家が必要と思われた。特に、データベース化に伴う花卉特性の評価

項目の設定などは、研究開始時期に設定されたものが全期間を通じて使用されるので、一貫性

が最も要求される。データベース化のマニュアル化とその後の進行と達成度のモニターが重要

である。

種子保存に関しては、種によって個別に保存前の乾燥条件を検討しなければならない。また

組織培養による遺伝資源維持も同様に、種や品種によって個別に培養条件を検討する必要があ

る。よって、限られた施設と人員のなかでは、限られた数しかこなせないので、専門家におい
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ては、採集した植物から保存すべき種や品種の選別を慎重に行う必要がある。

今回の視察で、機材供与の遅れが一部で指摘された。プロジェクトを予定通り進展させるた

めに、機材などが予定通りの期日に納入されることが肝要である。

ＩＮＴＡ－ＩＲＢに機能移管することを最終目標とすると、本プロジェクト期間中にカウン

ターパートに対する技術移転をするだけでなく、ＩＲＢにスムーズに受け入れられるための下

地づくりが重要である。最も効果的な方法がＩＲＢ所員に対する園芸学の啓もうと思われる。

園芸が経験を重んじる実用科学であるのに対して、ＩＲＢは基礎的な植物学と遺伝学部門が主

であるので、実用科学のアプローチになじめない面があるかもしれない。このギャップを認識

できるような方向が必要と思われる。具体的には、以下のような方策が考えられる。

（1）参画できるＩＲＢ所員を可能な限り園芸プロジェクトに参画してもらう。例えば、植物

画の専門家がＩＲＢ所員にいるので、収集した遺伝資源の植物画を描いて研究所内に展

示する。種子保存法に関してＩＲＢの遺伝資源の種子保存部門と共同研究するなど。

（2）園芸の専門家が訪問された時にＩＲＢで講演会を行い、園芸の啓もう活動をする。

（3）ＩＲＢでセミナーがあれば、そこで積極的に参加して園芸のトピックを取り扱う。

４－３ プロジェクト・デザイン・マトリックス（ＰＤＭ）、活動計画（ＰＯ）策定に関する

指導事項

４－３－１　突然変異育種の取り扱い

（1）課題変更

当初、掲げていたシクラメンなどは長年月を要し、しかも生産者が自主的に巨大輪育種

を進めていることなどから、これら品目を取り下げた。

今回、追加した突然変異育種については、人為的突然変異の誘発はそれを劇的に増幅さ

せるものとして世界中で実施されているので、後発のアルゼンティン園芸開発計画では育

種法を駆使して品種化を促進させるためにもぜひ取り入れるべき手法の一つであろう。

また、アルゼンティンのシクラメンは、突然変異というよりも交配による自然倍数体と

して、自然４倍体品種群となり、世界一の巨大輪品種を生み出している。これは、消費者

のあくなき要求を受けて、この国の生産者が巨大輪を希求し、交配育種を進めた成果であ

る。

突然変異誘発の育種は非メンデリズム育種とも称されるものであるが、一般に自然突然

変異による「枝変り」や「芽条変異」は栽培現場で注意深い生産者が見いだした例が多く果樹

や花木、宿根草など栄養繁殖性の作物で花色、果色、収穫期、耐寒性、矮生化などの有用

な変異形質を持つものを品種化された多数の事例がある。生物には絶えず低率の突然変異
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が起こるが、大部分は自然に消滅する。好ましい変化は保護、増殖されて品種化している。

当初、１本の温州ミカンが導入されたものが果色、糖度、樹勢、早生、極早生などと変

異して現在までに数 10品種が分化した例は最も顕著でよく知られている。花卉、観賞樹で

もバラ、キク、ミヤコワスレそのほか、多数の品種化がみられ、特にカーネーションのウィ

リアムシム（赤色）は400以上の花色の枝変り品種を輩出し、シム時代を築いたほどである。

これらはＤＮＡ配列の変化によるもので、自然環境では大部分が消滅する。

（2）人為的突然変異の誘発法と誘発の事例

1） 電離放射線

Ｘ線やγ線が一般に用いられる。農林水産省農業生物資源研究所の放射線育種場では

γ線照射はガンマーフィルド施設を円形に設け、線源（コバルト60）からの距離で照射量

を変えるが、照射時刻以外に圃場で調査、管理し変異体を発見する。黒斑病耐性の 20世

紀ナシ、雪中でも緑色を保つ耐寒性の高麗シバ、そのほか、短時間処理でトルコギキョ

ウの覆輪化、キク（精興の華、大平など桃色種から多くの花色変化）、カーネーション（桃

色のエンゼルから濃赤色のスカーレットベルを育成）の花色変化品種が生まれ、照射後、

培養経由で容易に増殖、実用化できるようになっている。福岡県農業協同組合連合会は

シンテッポウユリ種子にγ線照射し、葉が白覆輪になった個体を育成、増殖中であり、さ

らにアルゼンティン原生のPetunia violaceaでもＭ１で花色の濃色化、淡色化や植物体の矮

性化、ハンギング型、立型などが出現した。現在Ｍ２の栽培、検討中である。放射線照射

では遺伝子突然変異のほか、染色体の構造変化も誘発される。一般の交配育種では同一

染色体上の遺伝子の組み換えはないが、放射線照射では同一染色体上にある遺伝子の連

鎖関係が破壊、切断されて、ほかの染色体上の一部と転座することなどによって変異体

に発展しやすい。遺伝子工学で遺伝子組み換え植物をつくるような的確性はないが、偶

発的であるだけに意外性がある。

数年前からイオンビーム照射法が新登場（医学界はじめ各界でγ線などの20～ 30倍の

威力があるとされて研究、開発が進んでいる。福岡県農業協同組合連合会関係者の１人

は日本原子力研究所高崎研究所で１年間研修を受け、シオンの葉片にイオンビームを照

射した。そこで得られた植物が近く開花する。同様に福岡県農業総合試験場では同研究

所と共同研究でキクのプロトプラストにイオンビーム照射し、小シャーレで数万個に照

射、育苗中で一部、開発したものでは花色や花型の変化を認めている。Ｈ、Ｃ、Ｈｅな

どのイオンを使用するが、ビームは２mm程度の深度のため、花粉、花弁、葉片などに照

射されている。照射花粉を使用したタバコの種間交配で見事に結実させることができ、

交配不親和性打破に対する手段として注目されている。
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一方、育種ではないが、野菜茶業試験場久留米支場ではスイカの花粉を軟Ｘ線で 40Gy

程度照射して交配することにより種無しスイカが容易に作出できる成果を明らかにした。

一般に４倍体に２倍体のスイカを交配して３倍体の種なしスイカを作出する方法は、親

品種の育成、そのほかが繁雑なだけに、この研究成果は評価される。

2） 化学変異源

アルキル化剤は相手の分子に自分のアルキル基を付与する反応性を利用して高率の突

然変異を誘発する。

アルキル化剤には、ethyl methanesulfonate（ＥＭＳ）、ethylimine（Ｅｌ）、di-ethyl sulfate（Ｄ

ＥＳ）、nitro methyl urea（ＮＭＵ）がある。これら変異剤は発ガン性を持ち危険性がある

ためマスク、ゴム手袋を着用するなど取り扱いに厳重な注意が必要である。またニトロ

化合物は爆発の危険性もある。しかしこれらは特殊施設を要する放射線と異なり、処理

はどこでもでき、使用後の薬剤はアルカリ剤処理によって分解すれば無毒化できる。

ＮＭＵを用いた例では宮崎貞己佐賀大学名誉教授らが佐賀県農業試験場と共同開発で
ヤ ガシラ

サトイモ「八ツ頭」に処理し、元来、小球分球性のものであるが大吉よりも巨大球化させ
フクガシラ

て「福頭」と命名し、種苗品種登録、さらに１～ 10cmの草丈でコケ状に容器内で増殖し、

机上で鑑賞できるタイプのサトイモなど劇的変化をさせている。エキザカムそのほかに

も大きな興味ある変化がみられた。

（3）プロジェクトにおける突然変異育種の導入

上述の事情から、５年間のプロジェクトであるため、多くは望み難いが、アルゼンティン

に原子力研究所が設置されていることからも、Ｃ／Ｐにあらゆる花卉育種技術と対処法の技

術移転や１日も早いオリジナル品種の開発に役立てるよう、突然変異育種も活用すべきであ

ろう。

この研究の実施にあたっては、被照射体を準備し原子力研究所に照射委託し数段階の線量

で照射してもらって持ち帰り、普通に播種、栽培などをする。問題は栽培、管理を上手にす

ることによって栽培エラーをなくし、変異発現には、培養経由など適切に対応することであ

る。

種子繁殖植物では、処理当代（Ｍ１）の花色変化、生育の抑制、種子稔性などを検討し、Ｍ２、

Ｍ３の結果によって判定する。この場合、ＥＭＳなどで処理する時にはイネでなら種子を１晩

浸漬したのち、１％希釈の新鮮な液に 25℃５時間処理し、処理後は、３回水洗いして播種す

る。また、キクなどの育種で有望な品種や個体を得れば、それを増殖して花色を多彩にさせ
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ている。

４－３－２　耐塩性育種から環境耐性育種への変更

当初計画においては、環境耐性育種の分野に関して「キクのナトリウム耐性（耐塩性）」に関す

る育種と「原生種の環境耐性」に関する育種の２本立てを計画していた。

しかし、これまでの実績を考慮し、計画を再検討した結果、以下の理由により「ナトリウム耐

性」の研究を除外することとし、今後は「原生種の環境耐性」に係る研究を中心に進めていく行

くことを確認した。

（1）アルゼンティンは、国土面積が広大で、未利用の花卉が多数見受けられ、各種花卉はそ

の多様な生態的気候を有する。

（2）これら未利用の花卉のうちには、園芸種として十分な観賞価値があるにもかかわらず、

耐暑性、耐寒性、耐湿性などの環境耐性に欠けるものがあり、園芸種として活用されて

いないものが多い。

（3）しかし、上記植物の数種については耐性を有する個体が発見されている。これら原生素

材にストレス耐性を付与させることは、Ｃ／Ｐへの効果的な技術移転が期待されるばか

りか、未利用花卉の園芸植物化がなされ、アルゼンティンの花卉産業振興に貢献するこ

とが期待される。

４－３－３　Ｃ／Ｐの適正配置に伴う業務分担の明確化

調査団のアルゼンティン訪問時にはＣ／Ｐが４名の状態であったが、2000 年４月より当初予

定数である５名が配置される。このため、４月以降の早い時期において、今回合意された活動

計画（Plan of Operation：ＰＯ）に基づき、各Ｃ／Ｐの活動計画を策定するよう、プロジェク

トに依頼した。また、研究分野の分担については各Ｃ／Ｐの専門分野及び希望を考慮し、十分

に協議を重ねたうえでプロジェクト終了後も各Ｃ／Ｐが各自の研究分野を継続して実施するこ

とができる活動計画とすることが重要である。

４－４　その他

４－４－１　ＩＮＴＡ側への広報・啓発活動の強化

花卉振興に係るＩＮＴＡ側の体制整備を促進するためには、まずは本プロジェクトの活動が

広くＩＮＴＡ職員や花卉栽培関係者に認識されることが肝要であり、ＣＥＴＥＦＦＨＯと協力
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しつつＩＮＴＡ－ＩＲＢ内での大小のセミナー開催や、短期の花卉研修の実施などのほか、ア

ルゼンティン側が花卉園芸に興味・関心を高めていくよう日常レベルでの広報・啓発活動をあ

らゆる機会をとらえて積極的に実施するよう求めたい。

４－４－２　四半期報告書等の記載方法

プロジェクトからの定期報告書、そのほか活動にかかわる報告書については直接プロジェク

トに関係する者以外の第三者あるいは専門外の者に対しても十分理解でき、かつ説得力のある

ように作成する必要がある。技術協力の趣旨は直接的にはカウンターパートなどへの技術移転

を通じた相手国実施機関の実施能力の向上をめざすことであるから、試験研究など諸々の活動

結果の事実のみならず、その過程でいかにカウンターパートなどへの技術移転（または指導）が

行われ、また技術移転（指導）を受けた者がそれをどう理解・習得し、技術レベルの向上が図ら

れたかということを成果として報告することが重要なポイントとなる。プロジェクトの進捗を

把握・理解するうえでもそれらの情報は必要不可欠なものである。

今後のプロジェクトからの報告にあたっては上記の趣旨に配慮し、報告書を作成してもらう

よう専門家チームに依頼した。





付　属　資　料

１．ミニッツ（英文）

２．ミニッツ（西文）

３．プログレスレポート（仮和訳）

４．実行計画：ＰＯ（仮和訳）

５．2000 年度年次活動計画（仮和訳）

６．ＩＮＴＡ理事会による果樹・野菜・花卉研究国家計画策定に係る

　　承認文書（西文、和訳）










































































































































	表 紙
	序 文
	写 真
	地 図
	目 次
	１．運営指導調査団の派遣
	１－１ 調査団派遣の経緯と目的
	１－２ 調査団の構成
	１－３ 調査日程
	１－４ 主要面談者

	２．要約
	３．協議結果の概要
	３－１ 花卉研究部門の設置
	３－２ カウンターパート（Ｃ／Ｐ）の適正配置
	３－３ ローカルコストの負担
	３－４ 果樹・野菜・花卉研究国家計画の策定状況
	３－５ 園芸総合試験場（ＣＥＴＥＦＦＨＯ）との連携強化
	３－６ 国立農牧技術院（ＩＮＴＡ）と民間企業との共同研究.

	４．プロジェクトに対する指導事項
	４－１ 花卉育種
	４－１－１ プロジェクトにおける花卉育種
	４－１－２ 技術移転に伴う問題

	４－２ 花卉遺伝資源
	４－２－１ 実験計画の概要
	４－２－２ 生物資源研究所（ＩＮＴＡ－ＩＲＢ）の施設・機材・技術の概要
	４－２－３ 指導事項

	４－３ プロジェクト・デザイン・マトリックス（ＰＤＭ）、活動計画（ＰＯ）策定に関する指導事項
	４－３－１ 突然変異育種の取り扱い
	４－３－２ 耐塩性育種から環境耐性育種への変更
	４－３－３ Ｃ／Ｐの適正配置に伴う業務分担の明確化

	４－４ その他
	４－４－１ ＩＮＴＡ側への広報・啓発活動の強化
	４－４－２ 四半期報告書等の記載方法


	付属資料
	１．ミニッツ（英文）
	２．ミニッツ（西文）
	３．プログレスレポート（仮和訳）
	４．実行計画：ＰＯ（仮和訳）
	５．2000年度年次活動計画（仮和訳）
	６．ＩＮＴＡ理事会による果樹・野菜・花卉研究国家計画策定に係る承認文書（西文、和訳）


